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令和３年２月結城市教育委員会定例会  

 

○日  時   令和３年２月１９日（金曜日）  

○場  所   結城市役所 会議室３０１  

○出席委員   小林仁教育長  

        北嶋節子委員（教育長職務代理者）  

中村委員  

岩﨑勤委員  

赤木信之委員  

○教育委員会事務局  

教育部長 飯田和美  

次長兼学校教育課長 佐山敦勇，給食センター所長 柳澤教夫  

参事兼指導課長 鶴見力男，生涯学習課長文化係長 船水由美，  

スポーツ振興課長 駒井勝男，学校教育課学務係長 和泉田真  

 

１ 付議案件  

（１）議案第５号 結城市立学校給食センターの給食費に関する規則の一部改正について  

（２）議案第６号 結城市営体育施設の設置及び管理に関する条例の一部改正について  

 

２ 報告事項  

（１）報告第５号 教育長報告  

（２）報告第６号 結城市学校給食費滞納整理等事務処理要項の一部改正について  

（３）報告第７号 令和３年度学校給食用一般物資納入者の決定について  

（４）報告第８号 結城市文化芸術推進基本計画の策定について  
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午後１時３０分 開 会  

 

 

学校教育課長  それでは，本日の定例会傍聴の希望者はございませんでした。  

        小林教育長より開会宣言をお願いいたします。  

教育長     改めまして，こんにちは。  

        本日の出席委員は４名でございます。定足数に達しておりますので，た

だいまから令和３年２月教育委員会定例会を開会いたします。  

        議事に入る前に，定例会の会議録署名人の指名をいたします。  

        岩﨑委員に署名をお願いいたします。  

岩﨑委員    はい。  

教育長     よろしくお願いいたします。  

        それでは，これより議事に入ります。  

        次第２，議案上程は２件でございます。  

        まず，議案第５号 結城市立学校給食センターの給食費に関する規則の

一部改正について，事務局の説明をお願いいたします。  

 

◎議案第５号 結城市立学校給食センターの給食費に関する規則の一部改正について 

 

給食センター所長 それでは，資料１ページをご覧ください。  

        議案第５号 結城市立学校給食センターの給食費に関する規則の一部改

正について。  

        上記議案を提出する。  

        令和３年２月１９日提出，結城市教育委員会教育長，小林仁。  

        ２ページ目が改正規則の公布文となっております。  

        それと，３ページには参考資料ということで載せさせていただきました。 

        ３ページの参考資料に沿いまして，説明させていただきたいと思います。 

        その規則の改正の経緯といたしまして，令和２年度まで，今年度まで保

健福祉部子ども福祉課で実施しております子育て応援助成金支給事業，こ

ちらの事業は，義務教育を受けている児童生徒の保護者の経済的負担を軽

減するため，第３子以降の学校給食に要する費用を助成する事業でござい

ますけれども，そちらの保護者の申請書の作成や提出などの負担軽減を図

ることを目的といたしまして，該当者の給食費を無料とすることを予定し

ております。  

        開始予定は，今年の４月１日から予定しております。  

        事業内容ですけれども，義務教育課程中の子供が３人以上いる世帯の３

人目以降の給食費を無料とするものでございます。  

        また，無料となるには条件が５点ほどございます。１つ目が，本人及び

保護者が本市の住民基本台帳に記録されていること，２つ目が，結城市立

小中学校に在籍していること，３つ目が，給食費の未納がないこと，４つ
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目が，生活保護法の教育扶助を受けていないこと，５つ目が，準要保護者

の認定を受けていないことが条件となっております。  

        従来の子育て応援支援事業との変更点につきましては，今までは申請が

必要でしたけれども，無償化のほうでは申請が不要となります。  

        市外から通学している児童生徒については，結城市に住所がないので，

同様に対象外というふうになります。また，市外の小中学校に通学してい

る場合は，結城市で給食費が発生していないということですので，対象外

となります。特別支援学校に通学している場合も同様となります。  

        最後に，広報紙，ホームページあるいは献立表等を利用しまして，保護

者に周知してまいりたいというふうに考えております。  

        説明は以上となります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。  

教育長     ただいま事務局から議案第５号の説明がございました。  

        ご質問等がございましたら，お願いいたします。  

        岩﨑委員，お願いします。  

岩﨑委員    ただいまのご説明いただいた内容の中の対象条件のオの準要保護者とい

うことについて，これがちょっと私，分からないのでご説明いただきたい

んですが。  

教育長     事務局，お願いいたします。  

給食センター所長 準要保護者につきましては，学校教育課のほうで認定している，地元

の民生委員等に意見を伺いながら認定している部分で，給食費がない……  

教育長     では，学校教育課のほうで。お願いします。  

学校教育課長  準要保護としてというのは，経済的困窮者に対しての認定をすることに

よって，学用品の一部であったり，もちろん給食費を支援しているという

形になっておりますので，準要保護のその制度をもって支援している方は

この無償化の対象外ということでなっておりますので，もちろん準要保護

の児童生徒に関しては第３子以外も，全ての子供たちがその給食費に関し

ては支援しているということになっておりますので，今回の規則について

は対象外ということで，ちょっと分かりづらいんですけれども，こういっ

たことで対応するということになっております。  

教育長     よろしいですか。  

岩﨑委員    分かりました。ありがとうございます。  

教育長     そのほか，いかがでしょうか。  

        北嶋委員。  

北嶋委員    もう難しい質問ですけれども，今，給食費ってどのくらい納めているん

でしょうか。これを適用することによって，割合としてはどのくらい対象

になる子供たちがいるのかというのは。  

教育長     お願いいたします。  

給食センター所長 給食費全体の予算額につきましては，２億１，４００万円が大体の金

額となっております。今回，第３子を無償化にするということで，見込み

の数ですけれども，世帯数では１６０世帯ぐらいになります。人数で１７
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０人。無償化にした場合の金額ですけれども，７９０万円程度が無償化で

給食費が入ってこないといいますか，減額になる部分でございます。  

教育長     ちなみに，１人当たりの給食費って幾らでしたっけ。  

給食センター所長 小学生が４，２５０円，中学生が４，６５０円。  

教育長     ありがとうございます。  

        よろしいでしょうか。  

北嶋委員    はい，ありがとうございます。  

教育長     そのほか，いかがでしょうか。  

        赤木委員。  

赤木委員    特別支援学校に通学する児童生徒については，就学支援金の対象となる

ため対象外とありますが，そうすると，普通の一般の小中学校にいる子供

でも，特別支援学級に入っている子は就学援助費用を支払っていますよね。

というと，やっぱりその子も，例えば３番目の子であっても対象外になっ

てしまうんですか。  

教育長     学校教育課。  

学校教育課長  特別支援学級ですね。その中でも準要保護世帯に準じる方については，

もちろん給食費のほうは支援しております。ですが，段階がありますので，

給食費については全員が支援しているわけではありませんので，当然のご

とく，第３子以降であれば，今回の規則の改正に伴って，こちらのほうで

対応するという形になりますので。  

赤木委員    特別支援学級に所属したことによって就学援助費が支給されますよね，

その子に対して。その子の場合は給食費の無償化はなくなるということで

考えてよろしいんですか。  

学校教育課長  就学支援金というと，ちょっとこれあれなんですけれども，就学支援金

の中には給食費，それから学用品費といった細かいものがありまして，支

援する項目が給食費は対象になっておりませんので。ですので，この特別

支援学校という，あくまでも結城特別支援学校だったり下妻だったり，そ

ういった学校に就学している，その場合においては，全てにおいて給食費

が支援になっておりますので。市のほうの特別支援とはまたちょっと別の

支援がありまして。  

赤木委員    そうすると，第３子で特別支援学級に所属している子は，この対象にな

るということですか。  

学校教育課長  なります。  

赤木委員    分かりました。ありがとうございます。  

教育長     要は特別支援学級のお子さんは給食費の支援はされていないという，就

学支援の教材とかいろんなものの支援はあっても。だけれども，特別支援

学校のほうは給食費も支援の対象になっているという。  

赤木委員    分かりました。  

教育長     なるほどと思いました。  

        いかがでしょうか。そのほかございますでしょうか。  
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        （発言する者なし）  

教育長     よろしいでしょうか。  

        そのほか質疑がないようですので，質疑がなければ，議案第５号につい

てお諮りいたします。  

        議案第５号について原案のとおり決定することに賛成の委員の方は挙手

をお願いいたします。  

        （賛成者挙手）  

教育長     ありがとうございました。挙手満場。  

        議案第５号は原案のとおり決定いたします。  

 

◎議案第６号 結城市営体育施設の設置及び管理に関する条例の一部改正について 

 

教育長     続きまして，議案第６号 結城市営体育施設の設置及び管理に関する条

例の一部改正について，事務局より提案説明をお願いいたします。  

スポーツ振興課長 議案第６号 結城市営体育施設の設置及び管理に関する条例の一部改

正について。  

        上記議案を提出する。  

        令和３年２月１９日提出，結城市教育委員会教育長，小林仁。  

        資料の５ページと６ページ，７ページ，８ページ，９ページまでをご覧

いただきたいと思います。  

        こちらの条例の改正の件でございますが，大きく分けまして２点ござい

ます。  

        まず，１点目につきましては，市条例の名称を「結城市営体育施設」と

いう名称を「結城市スポーツ施設」と名称を変更するものでございます。  

        その理由といたしましては，スポーツ基本法によりまして，スポーツが

体育の概念を包摂し，心身の健全な発達，健康の増進のために行う活動を

指すものと位置づけられております。近年では，スポーツという言葉は一

般的となっておりまして，体育の日がスポーツの日，国民体育大会が国民

スポーツ大会などと改められております。また，スポーツ基本法の第１２

条におきましては，地方公共団体の責務といたしまして，スポーツ施設の

整備や改善等に努めるというふうに謳われております。  

        こういった観点から，体育施設という名称をスポーツ施設という名称に

改めるものでございます。  

        ２点目でございますが，こちらにつきましては，施設の廃止と縮小でご

ざいます。久保田県民公園の廃止，才光寺河川敷運動公園の縮小でござい

ます。こちらにつきましては，施設の利用状況，それから管理経費等を総

合的に判断いたしまして，こういった方針を決定させていただきました。  

        また，その他に施設の所在地，それから施設，そういったものを一部，

修正をお願いさせていただくものでございます。よろしくご審議のほどお

願いいたします。  
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教育長     ただいま事務局から議案第６号の説明がございました。  

        ご質問等がありましたら，お願いいたします。  

        岩﨑委員，お願いします。  

岩﨑委員    才光寺の河川敷の運動公園ですけれども，あれはたしかグラウンドが２

面あったのが１面になるということですよね。  

スポーツ振興課長 才光寺につきましては，現在，グラウンドが野球のグラウンドが２面

ございます。そのうちの南側の１面を廃止という形で，縮小という形を取

らせていただきます。  

教育長     よろしいですか。この施設，ゲートボール場，自由広場というのが才光

寺河川のところにありますけれども。  

スポーツ振興課長 これは以前，才光寺の県民運動公園を造った時点では，ゲートボール

場，それから自由広場というのが併設されておりました。ただし，その後，

そういったものが撤去されて現在に至っておりました。条例も改正せずに

今まで来てしまいましたので，今回，併せて施設等を全部精査をさせてい

ただいて，このような内容に修正をさせていただくものでございます。  

教育長     ありがとうございます。  

        そのほかいかがでしょうか。  

        中村委員，お願いします。  

中村委員    今の才光寺のグラウンドに関して，ちょっと関連というか。今，あそこ

は河川のいろいろな工事，補強工事なり整備工事をやっていますよね。あ

れによって，今，１面はなくしたということで，残り１面は何かやっぱり

手は加わるんですか。もう少し使いやすくなるとか。  

教育長     お願いします，事務局。  

スポーツ振興課長 今現在，国交省で築堤工事を行っています。一応，伺うところにより

ますと，５月いっぱいまで工事がかかってしまうようなお話は伺っており

ますが，堤防がかなり厚みを帯びます。ですので，堤防ののり敷がグラウ

ンドのほうまで結構来るような形なんですが，現在のグラウンドには特段

支障はございません。ただし，今までグラウンドと堤防の間に空地がござ

いまして，そちらを駐車場として利用はしていたんですが，その部分がち

ょっと駐車場としての確保が厳しくなります。その分の駐車場を確保する

ために，グラウンドの北側に，今，国交省で工事のための仮設道路が砂利

道があります。それの北側に，実はもうあそこに市の土地がございます。

その市の土地を駐車場という形で，工事が完了次第，利用したいというふ

うに考えております。  

中村委員    分かりました。たまたまあそこを通ることがあるんで，これ，どんどん

周りが堤防関係がしっかり構築されていくと車を置けなくなるなという思

いがあったので，でも今，分かりました。結局，何でもそうだと思うんだ

けれども，車が置けないと，やっぱり施設の活用というのはなかなか難し

いのかなと思ったので。ありがとうございました。  

教育長     そのほかございますでしょうか。  
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        （発言する者なし）  

教育長     それでは，よろしいでしょうか。  

        質疑がなければ，議案第６号についてお諮りいたします。  

        議案第６号について，原案のとおり決定することに賛成の委員の方は挙

手をお願いいたします。  

        （賛成者挙手）  

教育長     ありがとうございます。挙手満場。  

        議案第６号は原案のとおり決定いたします。  

        この後の流れでは，この条例ですので。  

スポーツ振興課長 この後，本日ご審議いただきましたので，この後，３月の議会のほう

に上程をさせていただきます。４月１日からの施行となります。  

教育長     よろしくお願いいたします。  

 

◎報告第５号 教育長報告 

 

        次に，次第３，報告事項に入ります。案件は４件でございます。  

        報告第５号は教育長報告になりますので，私のほうから報告をさせてい

ただきます。  

        お手元の資料，１０ページをお開き願います。  

        報告第５号 教育長報告について。  

        上記のことについて，別記のとおり報告する。  

        令和３年２月１９日提出，結城市教育委員会教育長，小林仁。  

        １１ページのほうにお進みください。  

        １，令和２年度市内中学生進路出願状況。  

        ２月１２日現在での出願状況について記したところでございます。括弧

の中は昨年度の進路決定状況というふうに捉えていただければと思います。

今年度は，昨日までに志願先変更が茨城県立のほうは終了しまして，志願

先が決定したところでございます。そこにあるような今年度の出願状況に

なります。来月の３日，茨城県立の一般学力，栃木は３月８日というよう

なことで，この後，受験に向かっていくところでございます。今年は，若

干，生徒数の全体が少ないというような状況が，南中や東中については昨

年の卒業生に比べて人数が少ないというようなことで，その分の出願状況

の数字の差はあるかと思うんですが，おおむね傾向的には同様かなという

ところでございます。若干，栃木県立のほうが少なく，茨城県立のほうに

人数の中では出願している状況でございます。  

        続いて，２番のその他の行事等でございますが，３月１日，県立学校の

卒業式，例年，結城市のほうへ招待いただいているところですが，また中

学校のほうも含めて，今回は来賓はなしということでのご案内でございま

した。３月１１日，市内中学校の卒業式，これにつきましては，市のほう

から１名，そしてＰＴＡ会長というようなことで，その他の来賓について
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は各学校，ご案内を遠慮するというようなことで進めているところでござ

います。  

        なお，卒業生と卒業生の保護者，教職員による卒業式を実施ということ

で，在校生の参加は，代表で校旗を持っての入場とかそういう部分はござ

いますが，送辞とかそういうものは今回は含まれていないというような状

況で計画が進んでいるところでございます。  

        ３月１５日の結城市表彰式典，こちらについては，市庁舎の１階のほう

の多目的ホールのほうで，例年の実施を縮小して，コロナ感染防止を取っ

た上で実施するということで計画が進んでいるところでございます。  

        ３月１５日，臨時教育委員会，教職員の人事異動の内示ということで，

またお世話になるところです。よろしくお願いいたします。  

        ３月１９日は，市内小学校の卒業式，これは市の教育委員会から１名，

ＰＴＡ会長１名というようなことで進めるということで，現在，計画がさ

れているところでございます。委員さん方にもお世話になるところでござ

いますが，よろしくお願いしたいと思います。  

        ３月２４日，市内の小中学校終業式ということで，今年度の終業式が予

定されているところでございます。  

        なお，本来なら２月６日にいばらきっ子郷土検定が予定されていたとこ

ろですが，コロナのために，ザ・ヒロサワ・シティ会館の利用が中止にな

りまして，県大会も中止になりました。その後，代表校が決まっています

ので，各学校の希望を募って，オンラインでの交流会を実施するというこ

とで，４チームずつの計画が希望校の中で改めてされまして，結城南中が

代表で参加するところですが，２月２６日につくばみらい市の小絹中，勝

田第一中，北茨城市の中郷中，結城南中の４校でオンラインでやる。ただ，

これは放映されないものですから，関係者だけが一緒にやるというような

形で，そういうグループが日にちをたがえて県のほうで調整しながら，せ

っかくの代表で取り組んできた生徒たちのその取組を少しでも生かしたい

というようなことで計画がされているところです。  

        あとは，参加賞とか，そういう部分についても配慮いただくようなこと

で担当課から報告があったところでございます。併せてご報告させていた

だきます。  

        参考としまして，定例会のほうがそこの期日で予定されるところでござ

います。  

        また，２番の小中学生の市長表敬訪問，２４日に予定をしていたところ

でございますが，このコロナ禍の中で，ちょっと集まるのにも密になるか

なというようなことも考慮しまして，実際の表敬訪問は中止と。代わりに

記念品等が市のほうからの計らいで，まゆげったのキーホルダーというん

ですか，今までとはちょっと違ったすてきなものが用意されたようですの

で，そちらとお祝いというかお礼の文をつけて該当の児童生徒のほうに届

けるということで，指導課のほうで取り組んでいただいているところです。 
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        表敬訪問については，別紙で表裏の資料が机上にあるところかと思いま

すが，このコロナ禍の中でも子供たちが非常にすばらしい取組を文化面，

運動面でしているということで，ご報告を申し上げます。  

        以上，早口で申し上げましたが，教育長報告とさせていただきます。  

        ご質問等ございましたら，お願いいたします。  

        赤木委員，お願いします。  

赤木委員    進路出願状況について，ちょっと１つお伺いしたいと思うんですが，例

年と比較した場合なんかを見てもあれなんですけれども，この近隣の高校

の出願状況を見ていくと，館一，妻一あたりは埋まっているでしょうけれ

ども，館二とか下妻二高とか，この結城市内の高校もそうですけれども，

どこも定員割れていますよね。それって，子供たちの数か少なくなって，

高校の学級数はそのまま維持しながら子供たちの受験生の数が減った状況

なのか，それとも，ほかにどこか流れているっていっても，そんなに私立

に流れている様子もないですよね。そこのところはどういう状況なんでし

ょうか。  

教育長     お願いいたします。  

指導課長    出願状況の件なんですけれども，先ほど委員さんの言われたとおり，卒

業生の人数自体が圧倒的に少なくなってきているというのが現状の一つで

す。  

        また，私立の授業料無償化というのは大変大きな影響があるらしく，数

的には私立に行く子の人数はそんなに増えてはいないんですけれども，実

際には私立のほうに行っている子たち，例年の数で行っているということ

は，それだけ公立を受ける子は少なくなると，人数が全体的に減っており

ますので。例えば，結城南中ですと，３０名強の人数が減っている状況な

わけなんです。昨年は１４０名いたのが，今年度の卒業生は１０８名とい

うことで。そういうことを鑑みたときに，やはり受験校の出願率は，どこ

の高校も軒並み減っている。県全体では，いよいよ倍率が１倍を切ってく

るというような状況に報道されたかと思うんですが，そのようなことが考

えられるということ。  

        また，私立ということで，ここにも明記はされていたり，専門が４なん

ていうのもあるわけなんですが，高校のお子さん方の進路先ということは

例年大変問題になってくるかと思うんですが，それに関しても，県立高校

よりも私立高校，あるいは専門学校，専修学校を兼ねた通信制の高等学校

というところの人気というか，そちらのほうに行くお子さんが増えている

というのも現実の一つかと思われます。  

        以上です。  

赤木委員    そうすると，やはりこれから県立高校も学級減なんていう状況が起きて

くるんですかね。  

教育長     学級減は，もう既に結城一高は今年１学級は減になっています。例年，

県西地区を見ると，倍率というか，定員に満たない，そういう状況がずっ
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と続いていると。そういうものについては定員の見直しとかそういうもの

を，また学科の再編とか，そういうことを含めて検討が進められていると

いうところです。  

        今，文科省でも，普通科について，もう単なる普通科という部分では生

徒のニーズに合っていないんじゃないかということで，それの再編も今動

いているというような状況であります。それが間もなく実際の県立学校の

ほうに下りてくるのではないか。  

赤木委員    ありがとうございました。  

教育長     確かに，自分も手元に発表になったやつのあれを持っているんですけれ

ども，募集定員に対して志願者数が超えているという学校は本当に少ない

ですよね，県西のこの近隣を見ても。そんな状況はあると思います。  

        そのほか，いかがでしょうか。  

        （発言する者なし）  

教育長     よろしいでしょうか。  

        それでは，報告第５号については以上といたします。  

 

◎報告第６号 結城市学校給食費滞納整理等事務処理要項の一部改正について 

 

教育長     続きまして，報告第６号 結城市学校給食費滞納整理等事務処理要項の

一部改正について，事務局の説明をお願いいたします。  

給食センター所長 それでは，資料１２ページをご覧ください。  

        報告第６号 結城市学校給食費滞納整理等事務処理要項の一部改正につ

いて。  

        上記のことについて，別記のとおり報告する。  

        令和３年２月１９日提出，結城市教育委員会教育長，小林仁。  

        資料１３ページが公布文となっております。  

        １４ページが新旧対照表となります。  

        この要項は，結城市立学校給食センターの給食費に関する規則に規定す

る学校給食費の滞納整理事務等を適切に処理するため，必要な事項を定め

たものでございます。  

        改正内容は，第１０条の不納欠損処分におきまして，「教育委員会に諮り

不納欠損処分の対象者を決定し」とあるところを，「不納欠損処分の対象者

を決定し，教育委員会，市長及び運営審議委員会に報告する」と改正をし

ました。  

        改正となりました理由は，給食費滞納整理等事務処理要項第１０条第１

項の各号に該当する世帯の不納欠損処分の可否について，教育委員会で決

定することでないため，教育委員会への報告ということに変更しました。  

        以上，報告いたします。  

教育長     ただいま事務局から報告がありました。  

        ご質問等ございましたら，お願いいたします。  
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        岩﨑委員，お願いします。  

岩﨑委員    ただいま給食費の滞納ということの条例について改正ということだった

んですが，現状，今の市内の小中学校は，給食費の滞納の状況というのは

どんな感じになっているんでしょうか。  

教育長     事務局でお願いします。  

給食センター所長 全体で人数，延べ人数にしますと５１４名，金額にしますと２９１万

９，３９８円，２月の今現在の状況です。年度的に言いますと，平成１６

年度から令和元年度までの合計という形になっています。  

教育長     随分，期間の長い状況が紹介されました。  

岩﨑委員    聞き方が悪かったので，ちょっと今年度で区切りますとどのぐらいある

んでしょうか。  

教育長     今年度。  

岩﨑委員    今年度というか。  

教育長     今年度だけで。  

岩﨑委員    これは，その期間全体の金額，件数。  

給食センター所長 全体の金額です。  

岩﨑委員    そうすると，今年度は今現在どんな感じかというのは分かりますか。今

年度はまだ……  

教育長     令和３年度。  

岩﨑委員    令和３年度は。  

教育長     分かります？  

給食センター所長 令和３年度は……  

教育長     ここにデータにはない。  

給食センター所長 今，手元にはないし。  

教育長     では，例えば令和２年度。  

給食センター所長 単年度分につきましては，各学校に徴収のほうを今のところお願いし

ているので。遅れながらも払っているという人もいるので。  

岩﨑委員    ということは，令和２年度ではこのぐらいの件数で，このぐらいの金額

というのは分かりますか。  

給食センター所長 では，今現在はちょっとそういうことで資料がないので，後ほどお知

らせしたいと思います。  

教育長     そのほかございますでしょうか。  

中村委員    関連して，数値的には結構なんですが，傾向として，滞納者の傾向は，

要するに割合，人数でも何でもいいんですけれども，増えていますか，減

っていますか。年度ごとに新たな滞納者が増えつつあるのか，それから，

そんなには増えていないのか，その辺はお分かりでしたら。  

教育長     どうぞ。資料，ありますか，今。  

給食センター所長 各年度の滞納者といいますと，若干増えぎみでございます。  

中村委員    やっぱり世相を表しているのかな。ありがとうございます。  

教育長     実際には納入いただくように様々な取組を，給食センターでも過年度に，
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また現年度については各学校で対応いただいているというところでありま

す。  

        この事務処理要綱の規定文については，いかがでしょうか。ご質問等ご

ざいますでしょうか。  

        （発言する者なし）  

教育長     よろしいですかね。もし，質問がないようでしたら，この６号について

は終わりたいと思いますが，よろしいでしょうか。  

        それでは，６号については以上といたします。  

 

◎報告第７号 令和３年度学校給食用一般物資納入者の決定について 

 

教育長     続きまして，報告第７号 令和３年度学校給食用一般物資納入者の決定

について，事務局の説明をお願いいたします。  

給食センター所長 それでは，資料１５ページをご覧ください。  

        報告第７号 令和３年度学校給食用一般物資納入者の決定について。  

        上記のことについて，別記のとおり報告する。  

        令和３年２月１９日提出，結城市教育委員会教育長，小林仁。  

        令和２年度第２回結城市学校給食センター運営審議委員会を書面での開

催をいたしました。その中で，令和３年度，学校給食センター物資納入業

者について審査しましたところ，１６の事業者を適格事業者と決定いたし

ました。資料１６ページにありますとおり，運営審議委員会会長から教育

長へ報告があったところです。  

        審査した内容につきましては，報告書にありますとおり，１から５まで

の必要な書類をそろえて審査をしております。また，新規事業者につきま

しては，事業所等の確認を給食センターの職員が行っております。  

        １７ページをご覧ください。  

        こちらが令和３年度の物資納入業者になります。全部で１６の事業者で

すが，１から１５番までの事業者につきましては，今年度も納入している

事業者となります。１６番につきましては，令和３年度からの新規事業者

で野菜類の取扱いというふうになります。  

        以上，物資納入業者決定の報告となります。よろしくお願いします。  

教育長     ただいま事務局から報告がございました。  

        ご質問等ございましたら，お願いいたします。  

        中村委員。  

中村委員    以前にも私，聞いたことがあるような気がするんだけれども，ちょっと

分からないので。この各業者の一覧表の途中に評価，採点とありますよね。

食品衛生監視票という，ここは高得点なんだけれども，恐らくこれは１０

０点満点なのかな。ただ，斜線で実数字が入っていないところがあるんで

すけれども，これはどういうふうに解釈すればいいんですか。  

教育長     お願いいたします。  
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給食センター所長 食品衛生監視票の採点ですけれども，こちらにつきましては，管轄の

保健所のほうで各事業所を訪問しまして，設備，衛生面を１００点満点で

点数づけしたものでございます。施設の衛生的な安全性を判断するためと

なっています。  

        今回の検査結果につきましては，筑西保健所のほうから事前に連絡がご

ざいまして，新型コロナウイルス感染症の対応のために，訪問実施するに

は数か月かかってしまうということで，直近の検査結果を載せさせていた

だいております。  

        それで，１１番から１３番，１６番，こちら記載のない部分につきまし

ては，取扱食品が食品衛生法の対象とならないという施設ですので，今回

の中では斜線という形になっております。  

中村委員    分かりました。対象外なんですね，この意味は。加工……，そうかなと

いう感じもしないでもないんですけれども。そういうふうなルールであっ

ては。  

教育長     保健所で要は審査する対象になっていないということなんですね。なる

ほど。  

        そのほか，いかがでしょうか。  

        新しい事業所が１６番ということでしたね。  

        ほかにご質問はよろしいでしょうか。  

        （発言する者なし）  

教育長     それでは，報告第７号については終わりといたします。  

 

◎報告第８号 結城市文化芸術推進基本計画の策定について 

 

教育長     続きまして，報告第８号 結城市文化芸術推進基本計画の策定について，

事務局より説明をお願いいたします。  

生涯学習課文化係長 それでは，資料１８ページ目をご覧ください。  

        報告第８号 結城市文化芸術推進基本計画の策定について。  

        上記のことについて，別記のとおり報告する。  

        令和３年２月１９日提出，結城市教育委員会教育長，小林仁。  

        では，結城市文化芸術推進基本計画の策定につきまして，今回，皆様の

お手元に基本計画，こちらが本編になりますが，本日の説明につきまして

はこちらのダイジェスト版ということで，別紙で概要版を作成いたしまし

たので，そちらに従いまして説明させていただきます。  

        まず，１ページ目をご覧ください。  

        こちらに文化芸術の意義，また計画の背景と位置づけに記載させていた

だいてございます。  

        本計画につきましては，平成２７年１２月に制定いたしました結城市文

化芸術条例の第６条，文化芸術に関する施策の総合的な推進を図るため，

文化芸術に関する基本的な計画を定めなければならないという規定に基づ
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きまして策定するものでございます。  

        計画策定の趣旨でございますが，上位計画でもございます第６次結城市

総合計画におきまして，基本目標の４にございます未来を担う子供と生き

生きした市民を育む地域を目指そうを具現化するために，文化芸術に関す

る施策の基本的な方針を定めますとともに，行政，市民，団体と各主体の

文化芸術推進に関する役割を示しまして，施策の総合的かつ計画的な推進

を図り，市民の心豊かな生活と社会の実現を目指しまして，本計画を策定

するものでございます。  

        なお，計画期間につきましては，令和３年度から令和１２年度までの１

０年間となってございます。  

        続いて，２ページ目をご覧ください。  

        こちらは基本理念と取組になっているものでございます。  

        基本理念といたしまして，地域の歴史と伝統を大切にしながら，市民一

人一人が文化芸術を享受，発信でき，心豊かに暮らせる自然と伝統が織り

なすまちを基本理念とさせていただきました。  

        そして，その基本目標実現のために，基本目標を４つ定めてございます。

それぞれにその目標を達成するための施策の方向性を示してございます。  

        ３ページ目以降は，基本目標ごとの市の取組，こちらは団体，皆さん，

市民の方も含めまして，こんなことに取り組んでまいりますということが

３ページ目から５ページ目にかけまして記載させてございます。  

        続いて，６ページ目をご覧ください。  

        ６ページには，本計画を推進していくための市民，文化芸術の団体，文

化施設や市などの役割を示させていただいてございます。  

        また，市生涯学習課におきましては，行政，市民レベルで行っている様々

な文化芸術活動を基本目標に沿って分類，体系化していきまして，毎年度

実施状況を結城市文化芸術審議会に報告いたしまして，そこで出された意

見を次年度以降の活動に反映させていきたいと考えてございます。  

        なお，本計画の策定に当たりましては，結城市文化芸術審議会を開催い

たしまして，内容の検討及び審議を行ったところでございます。  

        また，パブリックコメントにつきましては，令和２年１２月２５日から

令和３年１月２２日に行わせていただきました。今回につきましては，市

民からのご意見はございませんでした。  

        そして，２月１５日に庁議を行い，庁内の決定をいたしまして，本日の

定例会にて報告させていただくものでございます。  

        また，市議会には４月の全員協議会において報告を行う予定でございま

す。  

        以上，基本計画策定についての報告でございます。よろしくお願いいた

します。  

教育長     事務局から報告がございました。  

        ご質問等ございましたら，お願いします。  



15 

 

        赤木委員，お願いします。  

赤木委員    大した意見じゃないんですけれども，パブリックコメントをやっていな

がら，全然市民からのその意見がないというのは，関心がないんですかね。  

生涯学習課文化係長 ホームページ等々にも載せていただいて，閲覧件数などは数十件ご

ざいましたけれども。やはり，そういう今回ご意見がなかったということ

なんですけれども。  

赤木委員    例えばこういう基本計画なんかは，市のホームページからダウンロード

できるようになっているんですか。  

生涯学習課文化係長 はい。パブリックコメントをする際には，市のホームページ，あと

お知らせ版，あと各出張所等の施設にも閲覧ということで置かせていただ

きまして，今年度は，策定した後はホームページのほうにきちんとしたも

のを掲載させていただいて，皆様に周知は図っていこうと思っております。 

赤木委員    では，そっくりこれがホームページで見られるということですね。  

生涯学習課文化係長 はい。  

赤木委員    分かりました。せっかくこれだけすばらしいものがあるんですからね，

やっぱりもうちょっとアピールしてもいいのかなと。  

教育長     そのほかいかがでしょうか。  

        （発言する者なし）  

教育長     よろしいでしょうか。結城市の魅力発信につながるところでありますの

で，計画に基づいた様々な取組が期待されるところでございます。  

        それでは，報告第８号については終わりといたします。  

        これで本日の案件について終了いたしました。  

        慎重なご審議，ご意見をいただきまして，ありがとうございました。  

        以上をもちまして，令和３年２月教育委員会定例会を閉会いたします。  

        ありがとうございました。  

 

 

午後２時２０分 閉 会  

 

 

上議事録は事実に相違するところがないことを認め，下に署名する。  

 

 

 

結城市教育委員会教育長  

 

 

 

結城市教育委員会委員  


